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第１章　ビジョン策定の趣旨

１－１　水道ビジョン策定の目的

１－２　計画期間と目標年度

　水道は、健康で文化的な生活を営む上で欠くことのできない重要なライフライ
ンであり、社会的、経済的な諸活動を支える重要な基幹施設です。安全で安心な
水道水を供給することは、住民の健やかな生活を支えるため大きな役割を果たし
ています。
　しかし、本格的な少子高齢化等による人口減少社会の到来に伴い、給水人口や
料金収入は減少し、老朽化した水道施設の更新需要の増大など厳しい経営状況に
あります。また、東日本大震災や熊本地震といった大規模な地震の発生により災
害対策の抜本的な見直しを余儀なくされ、将来を見据えた取り組みの必要性につ
いて再認識したところです。
　厚生労働省は、平成２５年３月に「新水道ビジョン」を策定し、５０年後、１
００年後を見据えた水道の理想像や取組の方向性、実現方策、水道関係者の役割
分担を示しました。また、平成２８年２月に総務省、同３月に厚生労働省が、水
道事業の基盤強化のため広域連携を図ることの重要性を通知し、都道府県は、早
急に検討体制を構築し、検討を進めることとされました。これに続き、徳島県は
平成３１年３月に「徳島県水道ビジョン」を策定し、県の水道事業の課題を明ら
かにした上で水道事業の将来のあり方を設定し、県民に安心・安全な水を供給し
続けられる水道の事業基盤の確立を目指すため、県内の水道事業者が目指すべき
方向性やとるべき方策及び連携策を示しました。
　このような状況から、 新たに取り組むべき課題を整理し、将来世代に健全な水
道を継承するため、「石井町水道事業ビジョン」を策定することとしました。

　石井町水道事業ビジョンは､石井町の上位計画である「第４次石井町総合発展
計画〈後期基本計画〉（平成２８年３月策定、目標年度：令和２年度）」及び現在
策定中である「第５次石井町総合発展計画（令和３年３月策定予定、目標年度：
令和１２年度）」との整合性を考慮し、令和１１年度を目標年度としています。

　　　　　計画期間：令和２年度 ～ 令和１１年度 (１０年間 )
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１－３　本計画の位置づけ
　石井町水道事業ビジョンは、令和３年３月に策定予定である「第５次石井町総
合発展計画」を上位計画とし、石井町水道事業の今後の方向性を示す計画となり
ます。

石井町
第５次石井町総合発展
計画（現在策定中）

厚生労働省
新水道ビジョン

徳島県
徳島県水道ビジョン

石井町水道事業ビジョン

令和２年１０月策定
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第２章　石井町の概況と水道事業の沿革

２－１　石井町の概況

１－２　水道事業の概況

　石井町は、県都徳島市の西方約１２キロメートルに位置し、東は徳島市国府町、
西は吉野川市鴨島町、南は四国山脈の前山支脈の分水嶺を境として徳島市入田町
及び名西郡神山町に、北は板野郡上板町に接し、東西６キロメートル、南北５．
５キロメートルのほぼ正方形で、面積は２８ .８５平方キロメートルであり、西か
ら東に向かって低くなり標高は概ね５メートルから１２メートルの平坦な地勢で
あります。
　昭和３０年３月３１日に旧石井町、浦庄村、高原村、藍畑村、高川原村５カ町
村が合併し、現在の石井町になりました。

①　水道事業の沿革
　石井町水道事業は、昭和４５年３月に事業認可（昭和４５年３月２日　厚生省
環第１３１号）を受け、昭和４８年４月に石井町全域（一部山間地域、高原字中須、
簡易水道・専用水道による給水区域を除く）に給水を開始しました。その後、３
度の拡張事業を実施し現在に至っています。

昭和４５年３月

昭和４８年４月

昭和４９年１月

昭和５６年７月

昭和４５年３月に事業認可（昭和４５年３月２日　厚生省
環第１３１号）

昭和４８年４月に石井町全域（一部山間地域、高原字中
須、簡易水道・専用水道による給水区域を除く）に給水
開始

第１期拡張事業変更認可（昭和４９年１月２３日　厚生
省環第３２号）
中央団地、浦庄団地、徳島市国府町桜間の一部を給水区
域に加える

第２期拡張事業変更認可（昭和５６年７月６日　徳島県
指令第７９５号）
徳島市国府町芝原・観音寺・矢野地区の一部を給水区域
に加える
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平成２年３月

平成７年５月

平成８年１月

平成８年２月

平成９年１１月

平成９年１２月

平成１５年４月

平成１６年８月

平成２５年１２月

第３期拡張事業変更認可（平成２年３月３１日　徳島県指
令第３６３号）
１日最大配水量１５,０００㎥、計画給水人口２８,７００人に
変更

水道施設移管（徳島市行政区域内への給水）について覚
書

石井配水池が完成し同配水池から配水を開始。電気計装
設備を設置し自動化

１日最大配水量１５,０００㎥に事業変更

第３期拡張事業完了
　※石井町から徳島市水道事業第４期拡張事業への５,０００㎥増量
　　要望分の事業施工を除く
　総事業費３,３７６,７８４千円
　計画給水人口２８,７００人
　１日最大配水量１５,０００㎥
石井配水池から城ノ内配水池へ高所給水区域対策用流入
管を敷設
石綿管布設替改良工事、配水管の管網整備、送配水に係
る電気計装設備を設置

水道課事務所完成（鉄筋コンクリート２階建・延べ床面
積５５５㎡）、移転

業務処理に水道料金システムを導入し運用開始（ＨＴ検
針の開始）

８月３日襲来の台風１０号で城ノ内配水池内敷地斜面が
地滑りし、高所給水区域用配水管に被害
→配水池の敷地地質調査結果により使用中止

石井配水池緊急遮断弁設置
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②　施設の概要
　石井町は、徳島市上下水道局第十浄水場（石井町藍畑）で処理が行われた浄水
の供給を受け、高台にある石井配水池まで送水管を経由してポンプアップし、自
然流下により各家庭へ給水しています。第十浄水場から石井配水池までの送水管
延長は７,０７８ｍ、石井配水池から各家庭等までの配水管延長は１９７,０９９ｍ、石
井配水池の有効容量は７,５００㎥です。
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第３章　現状の分析と課題
３－１　水需要の動向

３－２　水道施設の状況

　平成２７年度以降行政区域内人口、給水人口ともに年々減少しています。さら
に節水型機器の普及により、水需要も減少が見込まれます。

　石井町に布設されている送配水管の総延長は約２０５㎞で、多くは拡張事業が
行われた昭和４０年代から５０年代にかけて布設されています。管種別にみると、
約１９７㎞ある配水管のうち、約６３％にあたる１２３.５㎞（硬質塩化ビニル管
１０４．５㎞、ダクタイル鋳鉄管１８.５㎞、鋼管０.５㎞）が布設から４０年を経
過し、耐震性に劣るほか経年劣化が進み、大規模に布設替えを行っていく必要
があります。
　いっぽう、石井配水池の耐震性は確認されており、給水区域ほぼ全域に対して
自然流下により配水しています。災害時等の給水拠点として応急給水できるよう
平成２５年１２月に緊急遮断弁を設置しました。応急給水の確保はできたものの、
実際に利用するための施設の整備を行わなければなりません。
　石井町の水道施設はすべて第十浄水場から石井配水池を経由し、給水されてい
ます。浄水場から配水池など水道システムの上流側で事故があった場合、断水が
広範囲に及び、長期化しやすい状態にあります。また、平成８年１月に設置して
以降更新ができていない、電気計装設備も経年化が原因であると思われる不具合
がみられ検討を進めなければなりません。
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３－３　新水道ビジョンに即した課題の整理
（持続に関する課題）
① 水需要の減少
　近年、給水人口の減少が進み、それに伴い給水量も減少傾向にあります。この
傾向は将来的にも続き、給水量は大幅に減少する見込みです。給水量の減少は、
今後の料金収入や更新時に検討すべき施設規模にも大きな影響を与えるため、適
切に水需要を予測することが必要です。
② 財源の確保
　石井町では、平成２７年１０月に水道料金の改定を実施したことにより、経営
状態は比較的健全な状況にあるといえます。しかし、今後の人口減少に伴う料金
収入の低下や管路をはじめとする水道施設更新の必要性等を勘案すると、現状の
料金体系で長期安定経営を継続することについては慎重に判断する必要があり、
財政基盤の強化が課題であると考えています。
③ 組織体制の維持
　経営効率化による職員数削減もあり、現在石井町水道課は職員７名で運営して
います。水道経験の浅い職員も多く、技術継承やノウハウの蓄積については早急
に取り組むべき課題であると考えています。今後、水道施設更新等の事業量増加
に対応するには現状の組織体制では難しく、近隣事業体との広域連携や民間事業
者の活用等についても検討する必要があります。

石井町長

石井町水道課
（課長１名）

給水係
（１名）

工務係
（２名）

（水道事業体系図）

業務係
（１名）

総務係
（２名）
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（安全に関する課題）
① 管路の老朽化
　現在、石井町に埋設されている水道管の多くは事業開始時の昭和４０年代後半
に布設されており、φ１５０㎜までの配水管では硬質塩化ビニル管が使用されてい
る割合が高く、近年老朽化によるものと考えられる漏水事故も多く発生していま
す。また、２００㎜以上の大口径管においてもビニル管より強度が高いダクタイル
鋳鉄管が使用されてはいますが、老朽化が進むことにより管路事故が発生するリ
スクも高まっており、広域的な断水等住民生活に影響を及ぼす可能性もあります。

（破断した水道管）　
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② バックアップ機能確保
　石井町水道事業では徳島市上下水道局第十浄水場からの浄水供給を受け、浄水
場から石井配水池まで、町内を南北に縦断する送水管を経由し、石井配水池より
給水区域全域に給水を実施しています。配水系統が１系統のため、災害や事故等
で送水管や配水池が停止した場合、全域が断水となるリスクを抱えていることか
ら、隣接する水道事業体との緊急連絡管等、広域連携も検討しながらバックアッ
プ機能を確保する必要があります。
③ 応急給水体制の確保
　石井町で災害や事故が発生した場合、現在の体制では石井配水池に設置してい
る緊急遮断弁により配水池内には水を確保できますが、給水車等を保有しておら
ず、耐震性貯水槽等も未整備となっており、迅速な応急給水に支障がでる可能性
があります。早急に応急給水体制について検証する必要があります。

（強靱に関する課題）
① 施設の更新・耐震化
　施設の耐震性について、石井配水池についてはＰＣタンク造となっており、耐
震性が確保されている状況であり、災害時に備えて緊急遮断弁も設置しています。
しかし、送水管路において耐震適合継手が採用されていないため、地震等により
管路事故が発生すると配水池まで水を送ることができなくなる可能性がありま
す。また、リアルタイムで送配水状況を把握するために必要な計装設備等におい
ても老朽化が進んでいる状況であり、システムの再構築を含めた更新も検討する
必要があります。
② 配水管路の更新・耐震化
　近年、南海トラフ巨大地震の発生が予想される中で、現在布設されている管路
の多くは耐震管ではなく、布設から４０年以上経過している管も多い状況です。
給水区域全体の配水管を布設替えするには、多くの費用、時間、人員等が必要と
なるため重要給水施設等を考慮しながら、計画的に耐震化を進めていくことが重
要課題となっています。
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第４章　これからの水道事業
４－１　水道システムのあるべき姿

４－２　石井町水道事業の理想の将来像

４－３　石井町水道事業の基本理念

　厚生労働省「新水道ビジョン」
　新水道ビジョンに掲げられる水道の理想像は次のとおりです。
　（水道の理想像）
　　人口減少による事業の非効率化や施設の老朽化の進展など、水道を取り巻　
　く時代や環境の変化に対し的確に対応しつつ、水質基準に適合した水が、必　
　要な量、いつでも、どこでも、誰でも、合理的な対価をもって、安心して利　
　用可能であり続けること　（厚生労働省　「新水道ビジョン」　より）
　また、『「水道ビジョン」作成の手引き』では、「持続」「安全」「強靱」の各
観点に留意しつつ、５０年、１００年先を見据えた地域水道の基本理念及び理想
像として、次の内容が示されています。
・基本理念：「地域とともに、信頼を未来につなぐ日本の水道」
「持続」・・・・いつまでも皆様の近くにありつづける水道
「安全」・・・・いつでも安心して飲める、安全で信頼される水道
「強靱」・・・・災害に強く、たくましい水道

　水道事業を取り巻く環境が厳しさを増す中で住民の財産であり、生活や経済活
動を支えるインフラである水道について、住民等が親しみやすい理想の将来像を
次のとおり定めました。
　「未来につなぐ命の水」

　人口減少社会の到来により、水需要が減少を続ける中で老朽化した水道施設や
管路の必要性を再検討し、効率的な計画に基づく施設等の更新を的確に実施する
とともに地震をはじめとする自然災害リスクに備えた危機管理対策や利用者の要
望に対応するため、長期的かつ計画的、効率的な水道事業運営をすることにより、
いつでも安心、安全な水道水を安定的に供給する。



11

４－４　石井町水道事業の目標
　将来像の実現に向けた課題解決に取り組むため「持続」「安全」「強靱」の観
点から、それぞれに次の目標を掲げて進めていきます。

 「持続」・・・・将来にわたり継続可能な水道を目指します

 「安全」・・・・いつでも安心して利用できる水道水を目指します

 「強靱」・・・・どんなときでも供給できる強靱な水道を目指します

安　全持　続 強　靱

未来につなぐ命の水
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第５章　目標を実現するための施策
５－１　「持続」の対策
　将来にわたって、石井町水道事業が継続していくために必要となる施策につい
て示します。
① 水需要予測の検討
　人口減少に伴い水需要は減少していくと予想される中で、水需要の減少は財政
計画や投資計画に直接影響してくることから、５年に１度を目安に再検討を実施
します。
② 水道料金改定の検討
　今後、施設更新等に伴う投資額増加とは反対に、水需要の減少により料金収入
は低下していくことが予想されます。水道事業運営における、適正な料金水準を
確保していくためにも長期的な視点で水道料金を検証し、必要に応じて改定を実
施していきます。
③ 職員の育成と確保
　今後、施設更新等による業務量増加が予想されることを踏まえ、職員数の確保
や技術継承が円滑に実施できる体制構築に取り組んでいきます。また、日本水道
協会等により実施される研修等を積極的に利用することにより、職員のレベル向
上に努めていきます。
④ アセットマネジメントの導入
　水道施設更新にアセットマネジメントを導入することにより、中長期的な視点
で適切な施設の維持管理を実施します。事業費平準化に努めることで収支バラン
スを保ちつつ、計画的に施設更新を進めていきます。
⑤ 広域連携の検討
　人口減少による水需要の減少や更新需要の増加が予想される中で、将来的に石
井町を含む小規模事業体では大幅な職員数の増員も困難であり、従来通りのサー
ビスを提供することが難しくなっていく可能性があります。その対策として近隣
事業体との広域連携を厚生労働省は推奨していますが、石井町としても浄水供給
元である徳島市をはじめとした近隣事業体との広域連携を積極的に検討し、進め
ていくことによりサービスの維持に努めます。
⑥ 民間事業者活用の検討
　現在、個別に委託して実施している業務をまとめて委託する包括委託をはじめ
として、民間事業者が保有している技術やノウハウ等を活用することができる新
たな発注方式の検討を行います。



13

５－２　「安全」の対策
　漏水事故や水質事故等について異常の早期発見や断水被害を最小限にするため
の施策について示します。
① 老朽管路の維持管理
　石井町に埋設されている水道管のうち約１８０㎞が経年管（法定耐用年数を経
過した管）となっている状況ですが、短期間で全ての管路を更新することは不可
能であるため今後１０年～２０年間、漏水事故件数は増加する可能性があります。
現状の体制では対応に遅れがでることも予想されるので、コストバランスも考慮
しつつ漏水事故等が発生した場合の影響を最小限に抑える対応力を確保するため
の体制の構築を目指します。

（民間事業者活用の代表例）

PFI
(Private Finance Initiative)

DBO
(Design Build Operate)

DB
(Design Build)

包括委託

コンセッション

民間が資金調達を行い、民間が公共施設など
の施設の設計、整備、維持管理、運営を行う
方式

公共が資金調達を行い、民間が公共施設など
の施設の設計、整備、維持管理、運営を行う
方式

公共が資金調達を行い、民間が公共施設など
の施設の設計、整備を行う方式

個別に民間委託を行っていた業務をまとめて
委託する方式

料金収入等を伴う公共施設などで、施設の所
有権を公共機関から移転せず、民間事業者が
運営を行う方式
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② 石井配水池系統のバックアップ検討
　過去の台風による土砂崩れで城ノ内配水池を閉鎖して以降、石井配水池系統の
１系統のみで給水区域全域に給水を実施している状況となっています。災害や事
故等の発生に備え、２系統以上の配水系統を構築することが重要ではありますが、
配水池等を新しく整備するには、財政的な負担も大きくなるため近隣事業体との
連絡管等、様々な可能性を考慮しながら検討していきます。

石井町水道事業

第十
浄水場

石井
配水池 需用者

連絡管等近隣水道
事業体
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③ 応急給水体制の構築
　石井配水池に設置されている緊急遮断弁により、災害時にも約１,８００㎥（配水
池有効容量７，５００㎥の１／４）の水は確保することができます。しかし、給水
車が未配備であることから避難所等での応急給水に支障がでる可能性もあるた
め、耐震性貯水槽整備等の方法も考慮し、応急給水体制について検証を進めるこ
とで体制の構築を目指します。

④ 水質検査の充実
　毎年度策定している水質検査計画や臨時の水質検査等について、浄水供給元で
ある徳島市上下水道局とこれまで以上に情報共有等の連携を進めることで、水質
検査体制の充実を図ります。

（応急給水袋） （緊急遮断弁）
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５－３　「強靭」の対策
　近い将来発生することが予想されている、南海トラフ巨大地震等の大規模災害
が発生した場合において、水の供給を継続する又は迅速な復旧を実施するための
施策について示します。
① 耐震化計画の策定
　給水区域内にある全ての水道施設について耐震化することが、最終的な目標に
はなりますが、財政的な負担も大きく短期間でまとめて実施することは困難な事
業となります。職員数や施工業者数、基幹管路や病院、避難所となる各小中学校
等の重要給水施設等様々な要素を考慮しつつ優先順位をつけ、長期的な視点で実
現可能性のある耐震化計画を策定していきます。
② 水道施設の耐震化
　耐震化計画による優先度の高いところから、耐震化を実施していきます。１年
間に１％～２％の耐震化率の向上を目標とし、できる限り早い段階での耐震化の
完了を目指します。また、耐震化のスピード向上を図るため、従来の発注方式等
にとらわれることなく、新しい発注スキームや施工方法についても検討していき
ます。

③ 非常時対応マニュアル・BCPの策定
　BCP（事業継続計画）とは、事業の継続に影響を与える事態が発生した際に、
必要最低限のレベルで事業を継続させ、目標とする期間内に業務レベルを復旧さ
せることを目的とした計画です。非常時対応マニュアルを策定し、職員間で習熟
を図ることで、迅速な復旧を目指します。

（八坂橋水管橋φ２００  令和２年３月竣工）
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５－４　各施策の実施目標時期
　石井町水道事業の理想の将来像を実現するための各施策について短期（５年程
度）・中期（１０年程度）・長期（１００年程度）の達成時期の目安別に整理します。

短期施策
（５年程度）

中期施策
（10年程度）

長期施策
（100年程度）

• 水需要予測の検討
• 職員の育成と確保
• アセットマネジメ
  ントの導入
• 水質検査の充実
• 耐震化計画の策定
• 非常時対応マニュ
  アル・BCPの策定

• 水道料金改定の検
  討
• 広域連携の検討
• 民間事業者活用の
  検討
• 応急給水体制の構
  築

• 老朽管路の維持管
  理
• 石井配水池系統の
  バックアップ検討
• 水道施設の耐震化
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第６章　新水道ビジョンのフォローアップ
６－１　ＰＤＣＡサイクルの活用
　水道ビジョンの目標を達成するために、進捗状況に応じてフォローアップを実
施し、社会情勢の変化に対応できるよう、適宜見直しを行います。
　また、PDCA サイクルを用いて、事業の効果を分析・評価し、結果を計画に
反映していくため、約５年毎に各計画の見直しを実施し、理想の将来像実現に向
けた計画的な事業運営を行っていきます。

• 計画策定
• 指標設定

• 目標修正
• 施策改善

• 管理運営
• 事業実施

• 要因分析
• 事業評価
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